
 

 

 

平成２２年度における施設入所児童等への 

      特別支援事業について 

 

 

 児童福祉施設に入所している中学校修了までの父母のいない子

ども等について、平成２２年度の措置として、子ども手当相当額が

行きわたるような支援を実施する。 

 

 

【事業内容】 

 

  安心こども基金の地域子育て創生事業を活用して、施設に対して

補助を実施。 
 

  施設は、対象となる子どもの健やかな育ちの支援のために当該補

助を使用。 
 

 ・補助額 

対象となる子ども１人につき 月額１３，０００円 

 

 ・対象となる子ども 

父母のいない子ども等子ども手当の支給の対象とならない 

子ども 

 

※ 平成２３年度以降の取扱いについては、子ども手当制度のあり方

の検討の中で、子ども手当の恩恵が行きわたるような子ども手当制

度における対応について検討。 

 

 

 

 



平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業

都道府県

児童福祉施設、里親等

②特別支援事業
費の交付

特別支援事業の実施

③事業実績報告

④精算・確定

日用品、学用品、プレゼント等の購入、旅行等の特別な支援

父母がいないなどにより子ども手当の支給対象にならない
中学校修了までの児童

①交付申請
児童の措置等を決定
した自治体へ申請

指定都市・児童相談所設置市

安心こども基金

実施主体 実施主体

※

※指定都市、児童相談所設置市は都道府県より
安心こども基金の助成を受けて事業を実施
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